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平 成 ２４ 年 度 事 業 計 画 書 

 

活動の指針 

今年度は、昨年度の総会において決定された一般社団法人への移行のため、定款の見

直しを図るとともに、一般社団法人申請の準備を進める。 

一方、公益事業の展開については、昨年度の事業を継続実施する。 

さらに、本会の目的である教育・学術・文化の振興をさらに促進するため、昨年度よ

り準備を進めてきた新たな事業「アカデミア教育研究助成事業」を、今年度より実施す

る。 

  各事業の展開については、本会の財政事情が昨年度同様に厳しい状況となる見込みで

あることから、経費節減を徹底するとともに、費用対効果に見合った事業の実施を図る

ことにする。 

なお、昨年１１月に実施予定の「第１８回陝西省大学生日本語弁論大会」が、陝西教

育国際交流協会からの延期の申入れにより中止となったことに伴い、今年度の「陝西省

大学生日本語弁論大会優勝者一行の訪日受入れ事業」は見送りとなる。 

また、今年度へ延期となった第１８回陝西省大学生日本語弁論大会及び第７回日本語

教育セミナーについては、今年が日中国交正常化４０周年に当たることから、中国教育

国際交流協会から開催に向けて積極的な働きかけもあり、陝西教育国際交流協会及び京

都外国語大学等の関係者と協議のうえ、開催に向け検討を進めていきたい。 

  

主な公益事業 

１．教育・学術・文化の振興のための表彰及び助成 

  定款第５条第１号に定める事業「教育・学術・文化の振興のための表彰及び助成」を

達成するため、次の事業を展開する。 

１）「アカデミア賞」授与事業の実施 

わが国及び世界の文化（教育・学術）、社会、国際交流のそれぞれの分野において著

しく貢献した優れた人材に対し、その栄誉と功績を称えるとともに今後のさらなる活

躍の期待を込め、アカデミア賞を授与する。 

  【アカデミア賞受賞候補者選考の行程】 

① ６月     アカデミア賞受賞候補者選考委員会の設置 

② ７月     公募方法の検討（於：選考委員会） 

③ ８月～ ９月 公募 

④１０月～１１月 受賞候補者の選考・決定（於：選考委員会） 
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⑤１２月     受賞者決定（於：理事会） 

   ⑥ ２月     平成２４年度アカデミア賞授与式と記念講演 

２）「アカデミア教育研究助成」事業の実施（新たな事業展開） 

   日本の小学校、中学校、高等学校及び大学における教育改善の研究に携わり、その

研究に基づき、自らが教育現場で教育改善を実践し、顕著な教育効果を挙げていると

認められる教員、教員グループもしくは団体に対して、助成する。 

【アカデミア教育研究助成候補者選考の行程】 

①３月     アカデミア教育研究助成選考委員会の設置 

②４月～ ５月 応募要項の作成等（於：選考委員会） 

③６月～ ８月 公募 

④９月～10月 助成対象候補者の選考・決定（於：選考委員会） 

⑤11月    助成対象者決定（於：理事会） 

   ⑥12月    平成２４年度アカデミア教育研究助成授与式と発表 

 

２．教育・学術及び文化の国際的な振興に関する事業 

    定款第５条第２号に定める事業「教育・学術・文化の振興のための国際的な振興に関

する事業」を達成するため、中国陝西省において次の日本語普及事業を展開する。 

１）「第１８回陝西省大学生日本語弁論大会」の開催 

   陝西教育国際交流協会との共催のもと、中国陝西省西安市において陝西省大学生日 

  本語弁論大会を開催する。 

今年度の第１８回陝西省大学生日本語弁論大会は、陝西教育国際交流協会の申し出 

により延期となった昨年度開催分となる。 

開催日：１０月中旬～１１月上旬の日曜日 

   会 場：未定 

   出場者：陝西省の１０大学に在籍する学生（本科：約１０名 専科：約６名） 

   後 援：国際交流基金、京都府、京都市、中国教育国際交流協会、陝西省教育庁、 

京都外国語大学、名古屋外国語大学、京都新聞社 等 

２）「第８回日本語教育セミナーin 西安」の実施 

京都外国語大学及び名古屋外国語大学の協力を得て、中国陝西省西安市の各大学に 

おいて日本語を指導・教育する教師（西安日本語教師会・約１００名）を対象に、日

本語教育セミナ－を実施する。 

今年度の「第８回日本語教育セミナーin 西安」は、陝西教育国際交流協会の申し出 

により延期となった昨年度開催分となる。 

実施日：１０月下旬～１１月上旬の土曜日 
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※陝西省大学生日本語弁論大会の前日に実施 

会 場：未定 

講 師：京都外国語大学及び名古屋外国語大学の日本語学科教員 

   共 催：陝西教育国際交流協会、西安日本語教師会 

 

３．教育・学術及び文化に関する講演会、講習会等の開催  

  定款第５条第３号に定める事業「教育・学術及び文化に関する講演会、講習会等の開

催」を達成するため、本部または各支部主催による講演会等開催し、一般に公開する。 

１）本部事業 

   ６月 定時社員総会において講演会の開催 

   ２月 アカデミア賞受賞者による記念講演の開催 

２）支部事業 

   ８月 沖縄  沖縄地区講演会 

１１月 大阪  関西地区講演会 

   ２月 沖縄  沖縄地区講演会 

 その他、各支部、加盟大学・法人会員等の要望に応え逐次開催する。 

 

４．機関誌及び図書の刊行 

  定款第５条第４号に定める事業「機関誌及び図書の刊行」を達成するため、「会誌アカ

デミア」を、年６回発行する。  

【会誌『アカデミア』の発行】 

№１３３ 2012. 4 特集「平成２３年度アカデミア賞」 

№１３４ 2012. 6 特集「持続可能な社会の実現に向けて Part１」 

№１３５ 2012. 8 特集「持続可能な社会の実現に向けて Part２」 

№１３６ 2012. 10 未 定 

№１３７ 2012. 12  〃 

№１３８ 2013. 2  〃 

 

５．その他、目的を達成するために必要な事業 

  定款第５条第５号に定める事業「その他、目的を達成するために必要な事業」を達成

するため、関連する事業を逐次推進する。 

１）広報活動の充実 

  昨年１２月末にリニューアルオープンした本会ホームページの一層の充実を図る

ため、今年度はこれまで紙ベースで発信されてきた陝西省大学生日本語弁論大会、ア
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カデミア賞及び会誌など、公益事業に関する情報のデータベース化の初年度とする。 

２）全国日本学士会館の維持・管理 

築２０年近くの経た全国日本学士会館の計画的は維持・補修を図るため、修繕計画

を策定する。 

３）その他、前各号に定める事業に関連する事項 


